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木城町告示第25号 

 平成23年第７回木城町議会定例会を、次のとおり招集する。 

    平成23年12月１日 

                                木城町長 田口 晃史 

１ 期 日  平成23年12月９日（金）午前９時 

２ 場 所  木城町議会議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

後藤 和実君          堀田 燧幸君 

原   博君          税田 輝房君 

神野 源生君          山田 秋吉君 

宮﨑 勝正君          中竹 義一君 

中村 一也君          甲斐 政治君 

────────────────────────────── 

○12月12日に応招した議員 

同上 

────────────────────────────── 

○12月16日に応招した議員 

同上 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 
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平成23年 第７回（定例）木 城 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             平成23年12月９日（金曜日） 

 

議事日程（第１号） 

                         平成23年12月９日  午前９時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸報告 

      １）議長の諸般の報告 

        ①議長の会務報告 

        ②例月現金出納検査結果の報告 

        ③定期監査結果の報告 

        ④議員派遣の報告 

      ２）町長の行政報告 

        ①町長の政務報告 

 日程第４ 議案第64号 木城町営一般住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

 日程第５ 議案第65号 木城町立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第６ 議案第66号 平成２３年度木城町一般会計補正予算（第４号） 

 日程第７ 議案第67号 平成２３年度木城町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第８ 議案第68号 平成２３年度木城町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第９ 議案第69号 平成２３年度木城町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第10 議案第70号 平成２３年度木城町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第11 議案に対する質疑 

 日程第12 各常任委員会議案審査付託 

 日程第13 陳情書の付議 

      陳情第８号 安全・安心な国民生活実現のため、防災・生活関連予算の拡充と国土

交通省の出先機関の存続を求める陳情書 

 日程第14 総務常任委員会陳情審査付託 

 日程第15 木城町選挙管理委員の選挙 

 日程第16 木城町選挙管理委員補充員の選挙 
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 日程第17 散会 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸報告 

      １）議長の諸般の報告 

        ①議長の会務報告 

        ②例月現金出納検査結果の報告 

        ③定期監査結果の報告 

        ④議員派遣の報告 

      ２）町長の行政報告 

        ①町長の政務報告 

 日程第４ 議案第64号 木城町営一般住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

 日程第５ 議案第65号 木城町立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第６ 議案第66号 平成２３年度木城町一般会計補正予算（第４号） 

 日程第７ 議案第67号 平成２３年度木城町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第８ 議案第68号 平成２３年度木城町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第９ 議案第69号 平成２３年度木城町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第10 議案第70号 平成２３年度木城町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第11 議案に対する質疑 

 日程第12 各常任委員会議案審査付託 

 日程第13 陳情書の付議 

      陳情第８号 安全・安心な国民生活実現のため、防災・生活関連予算の拡充と国土

交通省の出先機関の存続を求める陳情書 

 日程第14 総務常任委員会陳情審査付託 

 日程第15 木城町選挙管理委員の選挙 

 日程第16 木城町選挙管理委員補充員の選挙 

 日程第17 散会 

────────────────────────────── 

出席議員（10名） 
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１番 後藤 和実君       ２番 堀田 燧幸君 

３番 原   博君       ５番 税田 輝房君 

６番 神野 源生君       ７番 山田 秋吉君 

８番 宮﨑 勝正君       ９番 中竹 義一君 

10番 中村 一也君       11番 甲斐 政治君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 中村 宏規君   議事調査係長 平野 大輔君 

書  記 眞﨑 哲子君                 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長  田口 晃史君   副町長  半渡 英俊君 

教育長  小野 順章君   総務課長  横田  学君 

財政課長  中竹 憲俊君   会計管理者  加藤 伸一君 

企画課長  間卋田辰郎君   環境整備課長  田中 義彦君 

教育課長  伊藤  章君   税務課長  中井 諒二君 

福祉保健課長  石井 雄二君   町民課長  橋本未知男君 

産業振興課長  長友 英親君   監査委員  桑原 正憲君 

 

午前９時00分開会 

○事務局長（中村 宏規君）  皆様、おはようございます。 

 議会の開会に先立ち、ご案内いたします。携帯電話をお持ちの方は、マナーモードにされるか、

電源をお切りくださるようお願いいたします。いま一度ご確認ください。 

 それでは皆様、ご起立ください。一同、礼。おはようございます。ご着席ください。 

○議長（甲斐 政治）  おはようございます。定刻になりました。ただいまの出席議員は１０名で

す。 

 ただいまから平成２３年第７回木城町議会定例会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 



- 5 - 

 平成２３年第７回木城町議会定例会の会期日程予定表及び本日の議事日程については、１２月

７日に開催いたしました議会運営委員会で協議の上、あらかじめお手元に配付したとおりであり

ます。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（甲斐 政治）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、１０番、中村一也君、１番、後藤和実

君を指名いたします。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第２．会期の決定 

○議長（甲斐 政治）  日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から１２月１６日までの８日間にいたしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  ご異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は、本日から１２月

１６日までの８日間に決定いたしました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第３．諸報告 

○議長（甲斐 政治）  日程第３、諸報告を行います。 

 これより、議長の諸般の報告について、議長の会務報告、例月現金出納検査結果の報告、定期

監査結果の報告、議員派遣の報告を行います。 

 まず、議長の会務報告を行います。別紙議長の会務報告により、主なものを報告いたします。 

 ９月定例会以降の議長の会務報告をかいつまんで報告いたします。 

 １０月１３日、県町村議会議長会臨時総会及び県町村議会議長会議員大会が門川町で開催され、

議員全員の皆さんの参加をいただいております。総会においては、平成２２年度議長会歳入歳出

決算の承認、平成２２年度の議員互助会歳入歳出決算が承認をされました。また、議員大会にお

いては、河野知事の来賓のあいさつに続き、分権型社会の実現等を含む１２の決議が採択をされ

ました。研修会におきましては、歌手であり、篤志面接員保護司の千葉紘子氏の講演と懐かしい

歌を聞いたところであります。 

 １０月２１日、児湯郡（市）町村議会議長会議員研修会が川南町で開催をされました。熊本県

御船町議会議長岩田重成氏による「議会活性化の取り組み」と題して講演をいただきました。九

州では先進地である御船町の議会であるので、大変参考になった講演でありました。 
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 １１月１０日、県町村議会議長会幹部議員研修会が宮崎市で開催され、正副議長、各委員長、

局長、係長で参加をしております。講師に山梨学院大学法学部教授今村都南雄氏による「地方議

会の改革と活性化」の講演を聞きました。真の地域主権とは何か、また二元代表制における議会

の意思決定に十分に住民の意見が反映されているか等を考えさせられた研修でありました。 

 １１月１４日、児湯郡（市）町村議会議長会提言活動の前段として宮崎県東京事務所で情報交

換を行いました。これには局長が随行しております。その中で、誘致企業については、今企業は

国外か国内かの選択の段階でありまして、九州宮崎に来る企業は大変少ないでしょうと。今、地

元にある企業をとにかく大事にすることが大事だということをお勧めしますとのことでありまし

た。議会もその点はしっかりと認識をしておかなければならないと考えたところであります。 

 １１月１５日、児湯郡（市）町村議会議長会提言活動を行いましたが、日程が事前まで決まら

ない厳しい中、民主党筆頭副幹事長鈴木克昌衆議院議員、農林水産大臣政務官森本哲生衆議院議

員、経済産業副大臣松下忠洋衆議院議員に、各庁舎において口蹄疫復興に係る地域再生の要望書

を直接手渡しし、意見を交換いたしました。私は、特に経済産業副大臣には、口蹄疫復興に係る

プレミアム商品券のお礼と有効性を伝え、再度支援をお願いしたところであります。また、提言

活動においては、根拠となる数字等を正確に押さえておくことが大事だなというふうなことを感

じたところであります。 

 １１月１６日、第５５回町村議会議長会全国大会がＮＨＫホールで開催されました。東日本大

震災からの早期復興に関する特別決議を含む４決議、分権型社会の実現を含む２４の要望、各地

の要望９件、また豪雪地帯町村議会議長会からの要望８件が採択して閉幕をしたところでありま

す。 

 以上で、私の会務報告を終わります。 

 次に、例月現金出納検査結果の報告、定期監査結果の報告については、別紙がお手元に配付し

てありますので、それにより報告にかえます。 

 次に、議員派遣の報告を行います。会議規則第１２０条第１項の規定により、議員派遣された

件は、別紙議員派遣の報告のとおりであります。 

 報告書１番、第５２回宮崎県町村議会議員大会の件、報告書２番、児湯郡（市）町村議会議長

会議員研修の件、報告書４番、幹部議員研修会の件については、先ほど議長の会務報告の中で報

告いたしましたので、省略いたします。 

 次に、報告書３番、第２回市町村議会議員特別セミナーの件について、３番、原博君の登壇、

報告を求めます。３番。 

○議員（３番 原   博君）  市町村議会議員特別セミナー研修報告、２２ページです。 

 研修日、平成２３年１１月１日から１１月２日。研修先、千葉県市町村職員中央研究所。研修
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参加者、原博ほか他市町村２５５名。 

 それでは、市町村アカデミーでの２日間の研修の主な部分について報告します。 

 報告書の中でも挙げていますが、法政大学法学部教授の話で、議会は年４回の定例会以外は会

議もない。ほとんどが原案どおり可決。町民と行政の調整役、裏でトップとこっそり話して決め

る。会議は手続き、儀式で、事前の調整で決着。これではだめであり、議会は政策のチェック役、

政策の提案、立案者でなければだめ。公開の場での議論なき意思決定は民主主義でない。複数民

意議会の視点から討議することは１人、例えば町長――の視点よりも多角的に深いレベルまで論

点が見えてくる。箱物・ばらまき行政の行き詰まり、補助事業を引っ張ってくるのが行政手腕。

でもランニングコストが財政負担。議会基本条例、なぜ必要か。条例という法形式の重み、公共

施設を使用する際は条例があるのに町民のための議会に条例がないのはおかしい。公開の場での

議論なき意思決定は民主主義でないとあるのに、木城町の現状は執行部と議会の仲よしこよしの

なれ合い状態が進んで議会が要らない状況になっていると感じられる。議事録に残すためにも、

その内容を述べたい心境であるが、我慢して、せめてそのような人たちこそ市町村アカデミーで

の研修を受け、意識を変えていただくことと、子や孫のために勇気と奮起を持って、夕張やギリ

シャのようにならないよう、１０年、２０年先のことを考えていただくよう要望して、報告を終

わります。 

 以上。 

○議長（甲斐 政治）  ３番、原博君の報告が終わりました。 

 次に、報告書５番、議会運営委員会・議員全員研修の件について、６番、神野源生君の登壇、

報告を求めます。６番。 

○議員（６番 神野 源生君）  それでは、議会運営委員会・議会議員全員の研修を報告いたしま

す。 

 実施期日が平成２３年１１月２１日と２２日の２日間であります。研修先は鹿児島県さつま町

議会、さらに熊本県あさぎり町議会でございます。参加者は議会運営委員会副委員長の神野ほか

８名。全員でというところでございましたが、委員長のほうが都合により欠席をしております。

そういう点もありまして、副委員長の私が委員長にかわりまして報告を申し上げます。 

 研修内容は、議会活性化の取り組みについて、議会報告会の開催に至るまでの経緯、そして問

題点がいろいろと出てきたことに対する勉強でございます。 

 さつま町、あさぎり町どちらも非常に取り組みが熱心にされておりました。大きく違う点を上

げますならば、あさぎり町は全体から見た議会活性化のところに位置づけております。全体を特

別委員会というものをつくって議会活性化に取り組みながら、議会報告会をその中の一部として

取り上げて進んでおります。一方、さつま町議会につきましては、議会報告会を真正面から取り
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上げまして、とにかくこれをやっていこうというような姿勢で入念に取り組んでおります。 

 内容につきましては報告書に書いておりますのでごらんいただきたいと思いますが、まとめと

いたしまして、さつま町議会では議会報告会の事前準備に大変力を入れております。その中で特

筆するべきところは、開催地域の責任者などに対しまして協力依頼をしております。また、資料

も十分なものをば備えております。特に、報告会の進行上に配慮した設問を設けておりますが、

この点は、会場で始めた後に非常に困難が生じる可能性があると。参加者の多くがばらばらに広

範囲な質問を出してきた場合には非常に整理がつきにくいと。そういうことをば避けるために議

会側からの設問を数題設置しております。また、もう一つは、執行部に対する質問を設置いたし

まして、それに対する意見集約をされております。そういうことで、非常にさつま町議会のほう

の取り組みにつきましては、私なりの取り組みに身近な感じがいたしておるところでございます。 

 今回の研修で学んだ点、さらにいただいた資料をもとに、今後私たちも項目を絞りながら、議

員全員が力をあわせて取り組むことが必要であると考えます。 

 また、議会報告会の開催に向けては、問題点も数多く存在します。非常に時間を必要とし、ま

た協議検討も重ねて行わなければならないと思います。例えば、開催日を９月の定例会後にする

など、そういうもろもろの問題がありますので、まず具体的な大枠を協議することがいろいろと

今後出てくる問題でございます。 

 議員各位におかれましては、共通の認識を持って、意思、意見の統一の上、協調性のある取り

組みに今後はご協力をいただいて、これを取り組んでいきたいと思いますので、今後ともご協力

をよろしくお願いいたします。 

 また、研修におきましては、全員が報告書を出していただいておりますが、非常に前向きな取

り組み姿勢で、それぞれ目のつけたところが違った点もありますけれども、今後の取り組みに対

する協議検討の中で、さきに述べましたいろいろと意見を出しながら、統一したものを統一して

頑張っていきたいと、そうも考えております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 簡単で要領を得ませんけれども、報告にかえさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（甲斐 政治）  ６番、神野源生君の報告が終わりました。 

 以上で議員派遣の報告が終わりました。 

 これで、議長の諸般の報告を終わります。 

 次に、町長の行政報告を行います。町長の政務報告について、町長の報告を求めます。町長。 

○町長（田口 晃史君）  政務報告を行います。 

 その前に、平成２３年第７回木城町議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様には、

年末でご多用の中にご出席をいただき、厚くお礼を申し上げます。 
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 ９月定例議会以降の政務について、主な事項のみ報告をさせていただきます。 

 まず初めに、９月の１５日でございますが、ご承知のとおり、木城町第１号の町民栄誉賞を泥

谷久光氏に授与したところでございます。これは、２００メートルにおいて世界記録を樹立され

たということで授与させていただいたところでございます。 

 次に、２９日ですが宮崎県環境森林部長が来庁されまして、この内容につきましては、県に林

業公社がございますが、その林業公社の存続の件についての協議でございましたが、大変厳しい

経営状況ですが、改善を図りながら存続をしたいということで、その後、各市町村を回られまし

て、存続の方向で決まったところでございます。 

 次に、１０月の３日でございますが、宮崎県の農政水産部長が来庁されました。これは、口蹄

疫からの復興宝くじへの協力と口蹄疫からの復興についていろいろとお話をさせていただいたと

ころでございます。 

 次に、１０月の１３日ですが、県道東郷西都線の交通安全祈願祭を実施をいたしたところでご

ざいます。これにつきましては、ご承知のように、鹿遊発電所の反対側ですが、つけかえ道路

２.２キロが供用開始になりまして、県の道路建設課長がお見えになって、一緒に供用に対して

の安全祈願祭を実施したところでございます。 

 次に、１０月の２６日ですが、国有林野所在市町村長有志会議が宮崎でございまして、この席

に九州森林管理局長がお見えになっておりましたので、私のほうから特に、中八重緑地公園から

上ダムまでの９キロですが、九州電力が工事で使った道路でございますが、これの有効活用につ

いてお願いをしたところでございます。今後の協議につきましては、西都児湯森林管理署等の協

議を進めながら、木城町のためになるような有効利用方法をお話をさせていただきたい、そのよ

うに考えております。 

 それから２８日ですが、九州電力小丸川発電所の竣工式が行われました。もう皆様ご出席でご

ざいましたので、内容についてはもう触れません。 

 それから、１１月の１日でありますが、西都児湯地域における口蹄疫等の防疫措置に関する協

定書を調印いたしました。これにつきましてはご承知のとおりですが、家畜伝染病等発症した場

合に、１市５町１村で物心両面で協力をするという協定を結んだところでございます。 

 次に、１１月８日ですが、交通死亡事故ゼロ表彰伝達が行われました。これは、木城町が

７３０日死亡事故ゼロということでございまして、いろいろ規定がございまして、自治体の人口

数によって定められておるということで、木城町の場合、７３０日以上死亡事故がゼロというこ

とで表彰伝達を受けたところでございます。 

 次に、１１月１２日、１３日にかけまして、埼玉県毛呂山町の産業祭り、それから毛呂山町と

の災害時相互応援協定の調印を、甲斐議長立ち会いのもとで行わさせていただきました。内容に
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つきましては、先般の全協の中で総務課長が説明申し上げておりますので、省略をさせていただ

きます。非常に心強いというふうに感じておるところでございます。 

 それから、１３日に毛呂山から帰りですが、第１７回の東京木城会を開催させていただきまし

て、３０名の方が出席をしていただきました。特に、毛呂山でもそうですが、この東京木城会で

も、比木神楽を披露していただきまして、毛呂山町でもそうですが、東京木城会でも大変喜んで

いただいたところでございます。特に、３０名の出席者の中には、若い方が出席をされておりま

して、今後もあらゆる方法で若い方の出席をお願いしたいと、そのようなこともご相談をしたと

ころでございます。 

 次に、１６日ですが、東京にありますキヤノン本社及び宮崎県東京事務所に表敬訪問をいたし

ております。日帰りであったわけですが、特にキヤノン本社におきましては、常務取締役の前田

本部長と面会をさせていただきまして、タイにおける水害等についてのお見舞い等を申し上げた

ところでございますが、たまたま樋口社長も上京されておりまして、同席をされていろいろと懇

談をさせていただきました。甲斐議長からの報告の中でございましたが、やはり既存の企業を大

切にするということが基本ではないかと。そのように実感をしたところでございます。 

 次に、１１月の２４日ですが、第４回の木城町の農業を考える懇談会、皆様ご出席でありまし

たので、内容についてはご承知のとおりでございます。 

 それから、同日２４日、県の土木整備部長及び高鍋の土木事務所長ほか１０数名、木城町にお

いでいただきまして、いろいろと懇談をしたところでございます。特に、部長がおいでになって

おりましたので、東郷西都線の今後の改良について、引き続きお願いをしたところでございます

が、新年度から新たに塊所橋から１.９キロ下流に向かって改良を実施しますというようなこと

で、大変うれしく感じておるところでございます。 

 それから、１１月の２８日から１２月の２日まで、一連の全国町村長大会と一連の会議で上京

したところでございますが、現在、町村数９３３あるということでございまして、特に先ほど全

国議長大会でもございましたような８つの議決を行ったところでございます。この中で特に地方

分権改革の推進、交付税率の引き上げ、ＴＰＰ参加の断固反対等８つの大会スローガンを決議い

たしまして終わったところでございますが、この中で特に、どうしたことか、俳優の菅原文太氏

が登壇をされまして、２０分ぐらい東日本大震災に対する講演といいますかコメントといいます

か、そういったことを述べられたところでございまして、やはりみんなで力をあわせて実施して

いくと、復興・復旧に向けてのそういったお話をされたところでございます。 

 以上で、政務報告を終わります。 

○議長（甲斐 政治）  町長の行政報告が終わりました。 

 これで、諸報告を終わります。 
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――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第４．議案第６４号 

日程第５．議案第６５号 

日程第６．議案第６６号 

日程第７．議案第６７号 

日程第８．議案第６８号 

日程第９．議案第６９号 

日程第１０．議案第７０号 

○議長（甲斐 政治）  次に、議案上程を行います。 

 提出されました日程第４、議案第６４号から日程第１０、議案第７０号に至る議案については、

朗読は省略し、町長から一括して提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（田口 晃史君）  上程いただきました議案第６４号から７０号に至る７議案について、一

括して提案理由の説明を行います。 

 初めに、議案第６４号は、木城町営一般住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてであります。 

 本年度、池田北団地４戸を建築するに当たり木城町営一般住宅の設置及び管理に関する条例の

一部を改正するものであります。 

 改正点は、別表に池田北団地４戸を加えるもので、住宅使用料は月額４万円でございます。 

 議案第６５号は、木城町立学校設置条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 

 この設置条例の一部改正は、平成２４年４月１日をもって、木城町立石河内小学校が廃止され

ることに伴い、本条例の一部を改正するものであります。 

 議案第６６号は、平成２３年度木城町一般会計補正予算（第４号）であります。 

 補正予算（第４号）は、予算の総額に歳入歳出それぞれ６,０００万円を追加し、予算の総額

をそれぞれ４３億８,８００万円にするものであります。 

 歳入の主なものは、分担金及び負担金６６６万５,０００円、繰入金２,１２５万円、諸収入

２,０１９万２,０００円等であります。 

 歳出の主なものは、民生費６,３８１万４,０００円、商工費４３４万１,０００円、災害復旧

費７９０万４,０００円等であります。 

 議案第６７号は、平成２３年度木城町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）でありま

す。 

 補正予算（第２号）は、予算の総額に歳入歳出それぞれ１,４８０万円を追加し、予算の総額

をそれぞれ８億３,４３０万円にするものであります。 
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 歳入の主なものは、繰入金３,０００万円、繰越金４,１１５万５,０００円、国民健康保険税

減額５,６４４万円等であります。 

 歳出の主なものは、保険給付費１,４３２万５,０００円、介護納付金２２万２,０００円等で

あります。 

 議案第６８号は、平成２３年度木城町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）であります。

補正予算（第２号）は、予算の総額に歳入歳出それぞれ１０６万５,０００円を追加し、予算の

総額をそれぞれ１億１,９０６万５,０００円にするものであります。 

 歳入は、財産収入８万１,０００円、繰越金９８万４,０００円であります。 

 歳出は、予備費４４７万３,０００円、簡易水道費減額３４０万８,０００円であります。 

 議案第６９号は、平成２３年度木城町下水道事業特別会計補正予算（第２号）であります。 

 補正予算（第２号）は、予算の総額から歳入歳出それぞれ１,１７１万２,０００円を減額し、

予算の総額をそれぞれ２億５,６４２万円にするものであります。 

 歳入の主なものは、国庫支出金減額４４６万円、町債減額７３０万円等であります。 

 歳出は、公共下水道費減額１,２０３万３,０００円、予備費３２万１,０００円であります。 

 議案第７０号は、平成２３年度木城町介護保険特別会計補正予算（第２号）であります。 

 補正予算（第２号）は、保険事業勘定の予算の総額から歳入歳出それぞれ３００万円を減額し、

予算の総額をそれぞれ５億３,４００万円にするものであります。 

 保険事業勘定の歳入の主なものは、保険料減額５４万８,０００円、国庫支出金減額１６６万

８,０００円、支払基金交付金減額８９万８,０００円等であります。 

 歳出は、総務費４４万８,０００円、保険給付費減額３４４万８,０００円であります。 

 以上、提案理由の説明を終わります。ご審議いただき、議決くださるようお願い申し上げます。 

○議長（甲斐 政治）  町長の提案理由説明が終わりました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１１．議案に対する質疑 

○議長（甲斐 政治）  日程第１１、議案に対する質疑を行います。 

 これより、提案されました議案第６４号から議案第７０号に至る議案の１議案ごとの質疑を行

います。 

 これより、議案第６４号から議案第７０号に対する総括質疑を行います。 

 まず、議案第６４号木城町営一般住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。 

 議案第６４号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（甲斐 政治）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第６５号木城町立学校設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といた

します。 

 議案第６５号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第６６号平成２３年度木城町一般会計補正予算（第４号）を議題といたします。 

 議案第６６号に対する総括質疑はありませんか。３番。 

○議員（３番 原   博君）  ８ページ、債務負担行為の木城町学校給食調理等業務委託で、こ

の内容は何なのか伺います。 

 それと、３１ページの民生費社会福祉費総務費の社会福祉施設整備事業補助金１,０００万円

と老人福祉費１,１２５万円、これは何なのか。 

 ３３ページの民生費児童福祉費の児童館費返還金１１６万９,０００円は何なのか。 

 ３９ページの教育費教育総務費の山村留学児童支援事業補助金、これは何なのか伺います。 

○議長（甲斐 政治）  教育課長。 

○教育課長（伊藤  章君）  ８ページの債務負担行為でございますが、木城町の学校給食調理業

務委託となっておりまして、これは現在、学校給食の調理業務を学校給食会に委託していますが、

正式に民間の業者のほうに調理業務のみ委託していくために３年間債務保証をお願いするもので

あります。 

○議長（甲斐 政治）  福祉保健課長。 

○福祉保健課長（石井 雄二君）  ３０ページ、３１ページの分の社会福祉施設整備事業補助金、

それと老人福祉のほうの補助金でありますが、これは愛生園移転に伴う町の単独の補助金分でご

ざいます。 

 まず、上のほうの１,０００万円、社会福祉施設整備事業補助金２,０００万円につきましては、

身体障害者の支援施設分に対する施設整備補助金であります。ちなみに、社会福祉法人の助成手

続に関する条例及びそれに関する補助金交付要綱を定めておりますけれども、それにのっとって

補助金を交付するものであります。 

 それから、下のほうが小規模特別養護老人ホーム分に対する補助金１,０００万円、それと認

知症対応型デイサービスに対応する補助金１２５万円、合わせて１,１２０万円。３つの事業を

執り行っておりますので、愛生園として――のほうに補助金として交付いたしますのが

２,１２５万円ということでございます。 

 続きまして、３２ページ、３３ページの児童福祉施設費の児童館費の返還金でありますけれど
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も、これは平成２２年度の児童館の運営に当たる補助金の返還金でございます。本来ですと

２２年度中に補助金の変更交付申請を行いまして、当該年度平成２２年度に補助金の減額をする

わけですけれども、平成２２年度中にその補助金の変更交付申請はしなくてよいと。次年度に精

算で返還してくださいということでございましたので、２３年度、本年度に前年の分の返還金と

いう形で計上しております。 

○議長（甲斐 政治）  教育課長。 

○教育課長（伊藤  章君）  ３９ページの学校教育総務費――山村留学児童支援事業補助金とい

うことで２００万円、これは石河内小学校が閉校に当たりまして、そちらのほうの閉校のための

閉校式等に当たるお金を補助金で出させていただくというものであります。 

○議長（甲斐 政治）  ほかに質疑ございませんか。３番。 

○議員（３番 原   博君）  学校給食調理等ですが、なぜ長期契約でなければいけないのかと、

社会福祉施設整備事業補助金ですが、現在その工事が始まっておりますが、この補助金はどのよ

うになっているのか。 

 それと、２１ページの地域福祉基金から多分繰入金２,１２５万円が出されると思いますが、

木城町地域福祉基金条例の中で、第１条、高齢者保健福祉事業等となっております。事業等内容

の範囲です。第２条で、在宅福祉等の普及向上に資する事業、健康生きがいづくりの推進に資す

る事業、ボランティア活動の活性化に資する事業とありますが、条例でなっている部分と今回の

愛生園の分に関して私は少しあわないと思うんですが。 

 それと、山村留学児童支援事業補助金ですが、名目が閉校のためなのになぜ山村留学なのか。

こういうことで出していると、以後、記録が残っていくわけですが、その辺についてはどのよう

に考えているのか伺います。 

○議長（甲斐 政治）  教育課長。 

○教育課長（伊藤  章君）  ８ページの債務負担行為の学校給食調理業務委託ですが、以前から

学校給食会のほうに委託をしまして調理業務をお願いしていたところですが、今まで食中毒等の

発生なく無事に過ごしてこられたわけなんですが、もし万が一そういうものが発生したときに、

学校給食会のほうが補償能力がございませんで、最終的には町のほうの負担ということになりま

す。今後、２３年度で学校給食会の契約が終わりますので、それにあわせまして２４年度からは

民間の調理業務ができる業者のほうに委託ということで、万が一食中毒等の問題が発生いたしま

しても、その業者のほうが全責任を持って対応していくということで、２３年度学校給食会の契

約が終了ということを機に、２４年度から民間のほうの委託にさせていただくというものでござ

います。 

 以上です。 
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○議長（甲斐 政治）  福祉保健課長。 

○福祉保健課長（石井 雄二君）  愛生園の事業費関係、それから国、県補助金関係ですが、総事

業費として１１億６,１００万円が総事業費として計上されております。うち補助基準額ですが、

補助対象経費ですけれども、１０億２,７００万円、そのうち補助基準額ですが、５億

７,０３０万円を補助基準額として設定をされておりまして、その分の国、県補助金交付額が

４億５,７２２万５,０００円が国、県の補助金でございます。 

 それから、基金繰入金ですけれども、現在、地域福祉基金につきましては９,３００万円ほど

残高がございまして、その使用目的については地域の福祉の施設整備に充当するということにな

っておりまして、今までなかなかそういう基金取り崩しの目的がありませんでしたので、一般財

源を充当するよりも効果があるということで、より多くの基金を使って一般財源を削減するとい

うことで、今回の町単独の整備事業について基金を充当するということにしております。 

 なお、在宅支援ですけれども、認知症対応型デイサービスにつきましては、在宅の分の支援に

なるということで基金を充当しております。 

○議長（甲斐 政治）  教育課長。 

○教育課長（伊藤  章君）  ３９ページの山村留学児童支援事業補助金ということで名称がなっ

ておりますが、この補助金の筆頭にこの名称が上がって、その分の名前が出てしまいました。そ

のほかに、内容的には石河内小学校の廃校に伴う補助金ということでございます。この点につい

てはちょっと申しわけなかったと思っております。 

○議長（甲斐 政治）  ほかに質疑はありませんか。３番。 

○議員（３番 原   博君）  学校給食に関しては、なぜ長期契約なのかを聞いたんですが、ま

た後でお願いします。 

 それと、社会福祉施設整備事業愛生園の件ですが、先ほど言いましたけど、在宅福祉等の普及

の向上、健康生きがいづくりの推進、ボランティア活動の活発化となっています。在宅福祉等、

福祉、もちろん福祉は入りますが、在宅福祉になっています。それと、町内にも他の同様な施設

がありまして、補助金を出したり出さなかったりしている部分があります。なぜ今回出すのか。

そういった部分に対する公平性についてはどのように考えているのかお伺いします。 

○議長（甲斐 政治）  福祉保健課長。 

○福祉保健課長（石井 雄二君）  基金の目的ですけれども、在宅福祉施設等ということで、この

事業といいますか、愛生園の施設整備につきましては地域密着型の事業施設でありまして、いわ

ゆる地域、木城町内の人たちを対象にした施設でございます。介護施設につきましては。という

ことで、木城町内の地域住民の福祉向上になるということで基金を充当したということでござい

ます。 
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 それから、町の補助基準でありますが、先ほども申しましたように、木城町社会福祉法人の助

成手続に関する条例及びそれに関する交付要綱ですが、まず国、県の補助対象施設であるという

ことです、要件として。国、県の補助対象施設であるということにつきましては、緊急性がある

かどうかということが１つの判断材料となります。愛生園につきましては、昭和５６年に建てら

れまして、昭和５７年以前の建物につきましては耐震性に問題があるということで、緊急的に国

が耐震化をしなさいということで交付金を出すということで、整備計画にのっとって補助金を出

すものであります。 

 それから、介護保険の地域密着型の施設整備でありますが、小規模特別養護老人ホームと認知

症対応型デイサービス事業でありますけれども、介護保険の第５期計画を前倒しして実施すると

いうことで、同じく国、県も早期に整備を充実しなさいという形で国、県の補助金を交付決定さ

れたものでございます。 

 今まで地域密着型のグループホームにつきましては補助金の要望等が出されておりますけれど

も、国、県の整備計画にない、いわゆる自主事業として取り扱いといいますか、一応の線引きを

とっております。 

 ということで、社会福祉法人が取り扱う事業でなおかつ国、県の補助金がある事業ということ

で、それに国、県の整備計画にのっているかどうか、緊急性があるかどうかという判断で、それ

に合致するものを町のほうとしても緊急性を後押しすると、緊急整備で必要であるということで

補助金を今回上程するものであります。 

 以上です。 

○議長（甲斐 政治）  教育課長。 

○教育課長（伊藤  章君）  先ほどの調理業務が３年間ということで計画しているわけですが、

調理員の町内を中心にした人材の採用をお願いしていきたいというふうに考えております。それ

と、その安定した雇用の確保、あと１業者が３年間ということで取り組んでいただくわけですが、

以前は５年とかそういう長い期間での契約更新であったんですが、今回からは、来年度からは

３年間の期間を設定してということで、安定した調理業務を営んでいただくために３年ぐらいの

期間が妥当というふうに判断して決めました。 

 以上です。 

○議長（甲斐 政治）  ほかに質疑はありませんか。２番。 

○議員（２番 堀田 燵幸君）  愛生園の補助金の関係ですが、もう既に工事がされているという

ことは、国ないし県のヒアリングといいますか、許可を得てのことですよね。それには事業計画

なり資金調達も当然ヒアリングを受けておられる。それでもって着工可能になっていると思うん

ですが、その中にこの２,１５０万円は当初計画が含まれているのか。これが含まれてなかった
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とすれば、愛生園自体は補助金をどの部分に、いわゆる建物とか施設整備とかいろいろあると思

いますが、どの部分に使われるために補助をされたのか。それが１点です。 

 それと先ほど課長が、地域密着型、過去のグループホームについては国、県の補助事業の対象

でないからということですが、グループこすもすについては町の単独の補助金が出してあります

よね。あとそれ以降にできたのぞみ、結芽、ケアポート木の瀬については、先ほどから補助の対

象にならないという、その原議員からあった公平性の問題、出したり出さんかったりというのは

同じ地域密着型の中でも過去にもあるではありませんか。これに対してはどう町民に説明されま

すか。 

○議長（甲斐 政治）  福祉保健課長。 

○福祉保健課長（石井 雄二君）  最初のほうが……、公平性の問題ですけれども、第１号のグ

ループホームにつきましては、木城町の介護保険計画にのっておるということで、単独の補助を

受けたというふうに聞いております。 

 それから、後のグループホームの２つ、それから木の瀬の有料老人ホームにつきましては、木

城町の介護保険整備計画にない、いわゆる自主事業ということで、施設整備のときに要望が出さ

れているようでございますが、整備計画にないということで、補助の対象となっていないという

ふうに聞いております。 

 それと、愛生園につきましては、補助金の交付決定が７月に出されておりまして、それで施設

の着工を行ったところであります。その申請内容につきましては、町単独の補助金はのっており

ません。資金調達の整備補助金の中にはもちろんのっておりません。 

 以上です。 

○議長（甲斐 政治）  ２番。 

○議員（２番 堀田 燵幸君）  資金計画にのってないということは、もともと要望かなんかあっ

たわけでしょう、愛生園から要望が、補助金を出してくださいという要望が町のほうにあって、

それにこたえる形で補助金を出すような決定も、何もない、要望も一切なくて、これはもう要す

るに取り決め、決まりとしてやったのかどうかが１つ。 

 それと、要望して、当然そういう要望がしてあれば資金計画の中に、資金調達の中に当然町単

独の補助事業は収入の分で入れないとおかしいですよね。それによって補助率が、補助金が変わ

る変わらんは別として、やはりあれだけの事業をされるのに、事業計画、資金計画、資金調達計

画、これの中には当然２,１００万円という大きな金額はなければいけないというふうに思いま

すが、要望があったのかないかだけお聞きしたいと思います。 

○議長（甲斐 政治）  福祉保健課長。 

○福祉保健課長（石井 雄二君）  要望は、町及び議会のほうに要望書は提出されました。 
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 以上です。 

○議長（甲斐 政治）  ほかに質疑、ありませんか。２番。 

○議員（２番 堀田 燵幸君）  さっきの学校給食、先ほどから質問があっていますが、単年度契

約ではなぜだめなのか。３カ年間のあえて債務負担行為にするという理由。それを、単年度契約

の指定管理者ですか、これでもだめなんですか。それだけお聞きしたい。 

○議長（甲斐 政治）  教育課長。 

○教育課長（伊藤  章君）  指定管理者という考え方は、業者自体が九州管内から応募していた

だいてやっていただくということで、近隣にもなかなかございませんので、特殊な業務というこ

とで、九州管内から応募に入っていただくような形になります。その中で、業者選定して、以前

は５年間とかいう長い期間での、学校調理の会と業務契約をしていたわけですが、１年間という

ことではなかなか安定した経営といいますか、調理員等も町内を中心に採用していただく中で、

３年が適当というふうに判断しまして、３年間ということで想定しております。 

 以上です。 

○議長（甲斐 政治）  ほかに質疑ございませんか。７番。 

○議員（７番 山田 秋吉君）  ２７ページの宮交バス運行補助金、当初も上がったと思うんです

が、またここで補正で上がってくるということですが、どういう理由で追加が上がってきたのか。

総額これで幾らになるのか。総務課長、答弁お願いします。 

○議長（甲斐 政治）  総務課長。 

○総務課長（横田  学君）  ７番議員からのご質問ですが、今回の補正分につきましては、宮交

バス運行経費補助金であります。１点は、運行経費分が２７９万２,０００円、それから回送分

が２０１万５,０００円、合計しまして４０７万８,０００円が合計額であります。当初予算で

３７２万３,０００円ほど計上しておりましたので、今回の不足分として１０８万４,０００円を

お願いしているところであります。 

 以上です。 

○議長（甲斐 政治）  ほかに質疑ありませんか。２番。――堀田燧幸君の本件に関する質疑は、

既に３回になりましたが、会議規則第５５条ただし書きの規定によって、特に発言を許可します。

２番。 

○議員（２番 堀田 燵幸君）  ３５ページの山村振興費７４万２,０００円ですが、機械器具、

これは確認ですが、ショウガドレッシングの加工用の補助金なのかどうか。 

 それと、次のページの３７ページ、商工会費の中の木城町特産品開発奨励補助金の１００万円、

これは商工会が今開発を進めておりますコンニャクに関する補助事業ということでよろしいんで

しょうか。確認したいと思います。 
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○議長（甲斐 政治）  産業振興課長。 

○産業振興課長（長友 英親君）  ３５ページの備品購入の機械導入７４万２,０００円ですか。

それにつきましては、中川原にあります農村加工所の施設の充実ということで備品を、冷凍庫、

ミキサー、それからフードプロセッサーの導入をして加工業務の充実を図りたいと。ショウガ等

もやっておりますのでもう少し力を入れたいということで、そこの従業員も、今人数が、ちょっ

と協力者がふえて今やっている状況であります。 

 以上です。 

○議長（甲斐 政治）  企画課長。 

○企画課長（間卋田辰郎君）  この件について、コンニャクでなくてから竹パウダーの製品開発と

いうことでそういうのが上がってくるという情報がありますので、一応１００万円の予算計上を

しております。 

○議長（甲斐 政治）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  以上で、本案に対する総括質疑を終わります。 

 次に、議案第６７号平成２３年度木城町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）を議題

といたします。 

 議案第６７号に対する総括質疑はありませんか。２番。 

○議員（２番 堀田 燵幸君）  非常に国保特別会計については運営が厳しいというのはよくわか

ります。今回も３,０００万円の補正ですが、当初予算から比べますと約２倍、補正補正という

ふうになるわけですが、来年度以降の見通しもこうなのかどうかと、町長、いわゆる税制の乖離

といいますか、これだけの苦しい中でそういう税率の改正というものはお考えはあるのかないの

かお聞きしたいと思います。 

○議長（甲斐 政治）  町長。 

○町長（田口 晃史君）  お答え申し上げます。 

 国保につきましては、全国的な傾向なんですが、非常に医療費が高くなってきております。本

町の場合もそうですが、一例を申し上げますと、１人で２,０００万円を超えるような医療を、

国保をお使いになっている方もいらっしゃいます。そういった中で、今日まで一般会計からの繰

り入れで国保税をなるだけ引き上げないということをやってまいりましたが、２４年度からはど

うしてももうそういった状況ではございません。ですから、なるべく努力はいたしますが、幾ら

かの保険税の引き上げはもうやむを得ないんじゃないか、そのように考えております。 

 以上です。 

○議長（甲斐 政治）  ほかに質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  以上で、本案に対する総括質疑を終わります。 

 次に、議案第６８号平成２３年度木城町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）を議題とい

たします。 

 議案第６８号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第６９号平成２３年度木城町下水道事業特別会計補正予算（第２号）を議題といた

します。 

 議案第６９号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第７０号平成２３年度木城町介護保険特別会計補正予算（第２号）を議題といたし

ます。 

 議案第７０号に対する総括質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  質疑なしと認めます。 

 以上で、議案第６４号から議案第７０号に対する総括質疑を終わります。 

 ここで１０分間休憩いたします。 

午前10時08分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時17分再開 

○議長（甲斐 政治）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１２．各常任委員会議案審査付託 

○議長（甲斐 政治）  日程第１２、各常任委員会議案審査付託を議題といたします。 

 お諮りいたします。第７回木城町議会定例会に付議されました議案の審査については、お手元

に審査日程表が配付してあります。このとおり、おのおのの案件を各常任委員会に審査付託し、

本会期中にその審査結果を求めたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  ご異議なしと認めます。したがって、議案第６４号から議案第７０号に至

る議案については、各常任委員会に審査付託することを決定いたしました。 
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――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１３．陳情書の付議 

○議長（甲斐 政治）  日程第１３、陳情書の付議を議題といたします。 

 議会運営委員会開催前日までに受理した陳情は、お手元に配付しました陳情文書表のとおりで

す。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１４．総務常任委員会陳情審査付託 

○議長（甲斐 政治）  日程第１４、総務常任委員会陳情審査付託を議題といたします。 

 お諮りいたします。陳情第８号安全・安心な国民生活実現のため、防災・生活関連予算の拡充

と国土交通省の出先機関の存続を求める陳情書については、総務常任委員会に審査を付託し、本

会期中にその審査結果を求めたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  ご異議なしと認めます。したがって、陳情第８号については、総務常任委

員会に審査を付託することに決定いたしました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１５．木城町選挙管理委員の選挙 

○議長（甲斐 政治）  日程第１５、木城町選挙管理委員の選挙を行います。 

 本件につきましては、木城町選挙管理委員長から、平成２３年１２月２５日をもって木城町選

挙管理委員４名及び補充員４名の任期が満了する旨の通知を受けましたので、地方自治法第

１８２条第１項及び第２項の規定により、議会において選挙することになっております。 

 お諮りいたします。選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定によって指名推選によ

り行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  ご異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選により行うこ

とに決定いたしました。 

 お諮りいたします。指名の方法は議長が指名することにいたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  ご異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定いたしま

した。 

 それでは、木城町選挙管理委員には、今井大司君、黒木和代君、田爪一男君、赤峯正燧君、以

上の方を指名いたします。 
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 お諮りいたします。ただいま議長が指名した方を木城町選挙管理委員の当選人と定めることに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  ご異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました今井大司君、

黒木和代君、田爪一男君、赤峯正燧君、以上の方が木城町選挙管理委員に当選されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１６．木城町選挙管理委員補充員の選挙 

○議長（甲斐 政治）  日程第１６、木城町選挙管理委員補充員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定によって指名推選によ

り行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  ご異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選により行うこ

とに決定いたしました。 

 お諮りいたします。指名の方法は議長が指名することにいたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  ご異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定いたしま

した。 

 それでは、木城町選挙管理委員補充員には、第１順位、朝倉正男君、第２順位、永友勝國君、

第３順位、図師松子君、第４順位、平野豊文君、以上の方を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長が指名しました方を木城町選挙管理委員補充員の当選人と定

めることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 政治）  ご異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました第１順位、朝

倉正男君、第２順位、永友勝國君、第３順位、図師松子君、第４順位、平野豊文君、以上の方が

順序のとおり木城町選挙管理委員補充員に当選されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１７．散会 

○議長（甲斐 政治）  日程第１７、散会。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 あす１０日から１１日までは休会、１２日月曜日は本会議、午前９時開議で一般質問となって

います。 



- 23 - 

 本日はこれで散会といたします。 

 議員の方は控室にお願いいたします。 

○事務局長（中村 宏規君）  皆様、ご起立ください。一同、礼。ご苦労さまでした。 

午前10時23分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /00
    /GC-Special-Character
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


